
一般社団法人日本がん治療認定医機構 

学術単位規程 

  

第1条 がん治療認定医制度規則第 3条第 7項に基づき，学術単

位を以下のとおり定める。 

1. 必須単位 

  本機構の開催する教育セミナー受講 ：10単位 

2. その他の単位 

(1) 別紙に定める，申請により資格審査委員会が定め，

本機構が認める学会の学術集会の参加 ：3単位 

  ただし，各学会がメインで開催している学術集会のみ

とし，その他の集会又は地方会等の参加は認めな

い。 

(2) 本機構が認める教育セミナー及びシンポジウム等の

参加 

① 日本癌学会が主催する腫瘍別シンポジウム ： 1

セッション参加ごとに 2単位（最大 5単位） 

② 特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会が主催す

る教育セミナー ： 

  A ｾｯｼｮﾝ及び Best of ASCO  10単位 

B ｾｯｼｮﾝ  5単位 

③ 一般社団法人日本癌治療学会が主催する教育セ

ミナー ： 5単位 

④ 一般社団法人日本癌治療学会が主催するアップ

デート教育コース ： 3単位 

⑤ 申請により資格審査委員会が定め，本機構が認め

た教育セミナー及びシンポジウム等  ： 3単位 

(3) がんプロフェッショナル養成基盤推進プランの修了

（平成 24～28年度事業） 

① 地域がん医療に貢献するがん専門医療人の養成

に重点を置くコース（大学院教育コース） ： 10 単

位 

② インテンシブコースは認めない。 

(4) 多様なニーズに対応する「がん専門医療人材（がん

プロフェッショナル）」養成プランの修了（平成 29～33

年度事業） 

① 大学院教育コース ： １０単位 

② インテンシブコースは認めない。 

(5) 本機構が認める大学/大学院履修コースの修了 ： 

10単位 

(6) 一般社団法人日本サイコオンコロジー学会及び特定

非営利活動法人日本緩和医療学会が開催するコミュ

ニケーション技術研修会 ： 5 単位（複数回修了した

場合についても 5単位） 

第2条 前条に定める学術単位の受講・出席・修了・参加等の証明

は，各主催者が発行した受講証明書・出席証明書・修了

証明書・参加証明書等のコピーによる。 

第3条 学術単位への適応を希望する場合は，本機構が定めた申

請要綱に基づき，所定の方法で資格審査委員会に申請を

行うものとする。 

第4条 学術単位への適応が認められた場合，実施報告書提出

が義務付けられているものについては，定められた期限内

に所定の方法で提出しなければならない。 

第5条 第1条第2号(1)に定める，「資格審査委員会が定め，本機

構が認める学会」への適応申請は，本機構が定めた申請

要綱に基づき，所定の方法で資格審査委員会に申請を行

うものとする。 

 なお、適応基準は，以下の１，2いずれかを満たすものとす

る。 

1. 「がん」を専門としている学会で，以下の 3 点を満たすこ

と。 

(1) 全国的規模の学会であること。 

(2) 学会設立後 3年以上経過していること。   

(3) 学術集会で，本機構の定めるがん治療研修カリキュ

ラムの内容を満たす「がん」に関するセッションを有し，

「がん診療」に関わる知識の補充・更新が行えること。 

2. 「がん」を専門としない学会の場合は，以下の 4 点を満

たすこと。 

(1) 全国的規模の学会であること。 

(2) 学会設立後 3年以上経過していること。   

(3) 会員数が 1,000名以上であること。 

(4) 学術集会で，本機構の定めるがん治療研修カリキュ

ラムの内容を満たす「がん」に関するセッションを有し，

「がん診療」に関わる知識の補充・更新が行えること。 

第6条 第 3 条、第 4 条、第 5 条に定める申請書類及び報告書類

に虚偽あるいは偽造が認められたときは，資格審査委員

会及び本機構理事会の議決を経て，その認定を取り消す

ことができる。 

 

  付則  

1. 本規程は，平成 23年 6月 21日より施行する。 

2. 本規程は，平成 23年 10月 11日より施行する。 

3. 本規程は，平成 24年 5月 18日より施行する。 

4. 本規程は，平成 26年 11月 8日より施行する。 

5. 本規程は、平成 28年 4月 1日より施行する。 

6. 本規程は、平成 28年 11月 12日より施行する。 

7. 本規程は、平成 29年 4月 1日より施行する。 

8. 本規程は、平成 29年 8月 19日より施行する。 

9. 本規程は、平成 29年 11月 12日より施行する。 

10. 本規程は、令和 4年 3月 10日より施行する 


